
��ⅡⅡ

ⅢⅢⅣⅣ

ⅤⅤⅥⅥ

ⅦⅦⅧⅧ

電子取引と法律について
―Ｅコマースを中心に―

はは
じじ
めめ
にに

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
商
品
を

販
売
す
る
際
に
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
商
品
の
説
明
を
行
い
、
メ

ー
ル
で
商
品
の
宣
伝
を
行
う
。

あ
り
ふ
れ
た
行
為
で
あ
る
が
、

ネ
ッ
ト
上
で
完
結
す
る
「
契
約
、

取
扱
商
品
、
商
品
の
説
明
、
広

告
宣
伝
、
取
得
し
た
情
報
等
」

に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
法
律

の
規
制
が
さ
れ
て
い
る
。

契契
約約
のの
成成
立立
時時
期期
にに
つつ
いい
てて

遠
隔
地
者
間
の
契
約
の
成
立

時
期
は
、
郵
送
に
よ
っ
て
契
約

書
を
取
り
交
わ
す
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
た
た
め
、
迅
速
な
契

約
成
立
を
図
る
た
め
に
発
信
主

義
に
よ
り
、
契
約
を
承
諾
す
る

者
が
承
諾
の
通
知
を
発
し
た
時

点
と
さ
れ
て
い
る
が
、（
民
法
第

５
２
６
条
）
電
子
取
引
の
契
約

を
行
う
場
合
に
は
、
契
約
の
承

諾
の
通
知
を
発
し
た
場
合
に
は
、

瞬
時
に
相
手
に
そ
の
意
思
が
到

達
す
る
た
め
、
そ
の
契
約
成
立

時
期
を
、
到
達
主
義
へ
と
変
更

し
、
契
約
を
承
諾
す
る
者
の
通

知
が
到
達
し
た
時
点
で
契
約
の

成
立
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。（
電
子
消
費
者
契
約
及
び
電

子
承
諾
通
知
に
関
す
る
民
法
の

特
例
に
関
す
る
法
律
第
４
条
）

電
子
メ
ー
ル
が
不
着
の
場

合
、
発
信
主
義
の
ル
ー
ル
に
よ

る
と
、
承
諾
の
通
知
の
発
信
時

点
で
契
約
が
成
立
し
て
い
る
と

扱
わ
る
た
め
、
消
費
者
が
リ
ス

ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
ネ

ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
到
達
主

義
と
な
る
の
で
、
承
諾
の
通
知

が
到
達
し
な
い
限
り
、
契
約
は

不
成
立
と
い
う
こ
と
に
な
り
消

費
者
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。

特特
定定
商商
取取
引引
にに
関関
すす
るる
法法
律律

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
は
、

カ
タ
ロ
グ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
等
と

同
様
に
「
通
信
販
売
」
に
含
ま

れ
、
特
定
商
取
引
法
の
適
用
を

受
け
る
。
広
告
時
に
「
販
売
価

格
、
代
金
の
支
払
時
期
、
方
法
、

商
品
の
引
渡
時
期
、
ソ
フ
ト
ウ

ェ
ア
に
係
る
取
引
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
動
作
環
境
等
」
さ
ま

ざ
ま
な
表
示
に
関
す
る
こ
と
を

定
め
て
い
る
。
ま
た
、
消
費
者

が
事
業
者
に
対
し
て
広
告
メ
ー

ル
の
受
け
取
り
を
希
望
し
な
い

旨
の
連
絡
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
消
費
者
に
対
す
る
広

告
メ
ー
ル
の
再
送
信
が
禁
止
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
前
払
い
の

通
信
販
売
に
お
け
る
承
諾
等
の

通
知
や
、
顧
客
の
意
に
反
し
て

売
買
契
約
等
の
申
し
込
み
を
さ

せ
よ
う
と
す
る
行
為
の
禁
止
に

つ
い
て
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

個個
人人
情情
報報
保保
護護
法法

ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
で
注
文
を

受
け
る
際
に
は
、
注
文
者
や
届

け
先
の
住
所
、
氏
名
、
電
話
番

号
、
注
文
内
容
や
ク
レ
ジ
ッ
ト

番
号
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
個
人
情

報
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
る
た

め
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
で
、

そ
の
利
用
目
的
を
特
定
し
、
利

用
目
的
を
超
え
た
個
人
情
報
の

使
用
を
禁
止
し
て
い
る
。

最
近
で
は
、
個
人
情
報
の
保

護
を
図
る
の
は
国
際
的
な
流
れ

で
あ
り
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
８
原
則
や
、

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
に
基
づ
い
た
注
意
が
必
要
で

あ
る
。

著著
作作
権権
法法

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を

複
製
す
る
権
利
を
専
有
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
が
、
パ
ソ
コ

ン
を
利
用
し
て
、
誰
も
が
簡
単

に
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
入
手
し

加
工
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
使
用

す
る
画
像
や
マ
ー
ク
等
に
つ
い

て
は
、
著
作
権
に
は
十
分
注
意

を
払
う
必
要
が
あ
る
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
取
り
扱
う
商
品
の

写
真
も
著
作
権
の
許
諾
が
必
要

な
場
合
も
あ
る
。
日
本
経
済
新

聞
２
０
０
７
年
５
月
３１
日
の
記

事
に
よ
る
と
、
国
税
庁
の
差
し

押
さ
え
品
の
公
売
サ
イ
ト
で
、

著
作
者
か
ら
許
諾
を
得
て
い
な

い
美
術
品
や
宝
飾
品
の
写
真
の

掲
載
を
め
ぐ
り
、
文
化
庁
よ
り

著
作
権
法
違
反
の
疑
い
が
あ
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
。

他
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
リ

ン
ク
を
は
る
行
為
自
体
は
一
般

的
に
著
作
権
の
侵
害
に
は
あ
た

ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
自

分
と
関
係
が
あ
る
か
の
よ
う

に
、
リ
ン
ク
を
は
っ
た
り
す
る

行
為
は
、
例
え
ば
名
誉
毀
損
な

ど
に
よ
る
不
法
行
為
と
さ
れ
る

恐
れ
が
あ
り
、
ま
た
、
ニ
ュ
ー

ス
記
事
の
見
出
し
を
表
示
さ
せ

る
「
ラ
イ
ン
ト
ピ
ッ
ク
ス
サ
ー

ビ
ス
」
に
つ
い
て
は
、
見
出
し

の
複
製
行
為
は
不
法
行
為
に
あ

た
る
と
し
て
、
損
害
賠
償
の
請

求
を
認
め
た
判
決
も
出
て
い
る
。

不不
正正
競競
争争
防防
止止
法法

不
正
競
争
防
止
法
第
２
条
で

は
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的

や
他
人
に
損
害
を
加
え
る
目
的

で
、
他
人
の
特
定
商
品
等
の
表

示
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
ド

メ
イ
ン
名
を
使
用
す
る
権
利
を

取
得
若
し
く
は
保
有
し
、
又
は

そ
の
ド
メ
イ
ン
名
を
使
用
す
る

行
為
は
、
不
正
競
争
に
該
当
す

る
と
し
て
い
る
。
ド
メ
イ
ン
の

登
録
は
基
本
的
に
早
い
も
の
勝

ち
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
の
紛

争
を
避
け
る
た
め
、
会
社
名
や

自
社
の
商
標
権
の
あ
る
商
品
名

と
同
一
の
も
の
や
類
似
の
も
の

等
そ
の
ド
メ
イ
ン
名
を
自
分
が

登
録
す
る
に
足
り
る
根
拠
の
あ

る
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
の
裁
判
例
や
民
間
の
紛

争
処
理
事
例
に
お
い
て
、
ド
メ

イ
ン
名
の
取
得
や
使
用
が
不
正

の
目
的
等
と
認
め
ら
れ
た
ケ
ー

ス
と
し
て
、
ド
メ
イ
ン
名
が
著

名
な
事
業
者
の
商
標
等
と
同
一

又
は
類
似
の
ド
メ
イ
ン
名
を
取

得
し
、
事
業
者
の
信
用
や
顧
客

吸
引
力
を
利
用
し
、
商
品
販
売

を
行
っ
た
り
す
る
ケ
ー
ス
等
が

あ
る
。

本
来
は
、
営
業
秘
密
や
営
業

上
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
盗
用
等
の
不

正
行
為
を
禁
止
、
他
人
の
商
品

の
形
態
を
デ
ッ
ド
コ
ピ
ー
し
た

商
品
の
取
引
禁
止
、
技
術
管
理

体
制
の
保
護
と
し
て
、
コ
ピ
ー

・
プ
ロ
テ
ク
シ
ョ
ン
迂
回
装
置

の
提
供
等
を
禁
止
す
る
等
、
公

正
な
競
争
と
国
際
約
束
の
的
確

な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
法

律
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
、
こ

の
不
正
競
争
防
止
法
は
、
破
綻

し
た
ミ
ー
ト
ホ
ー
プ
社
や
、
食

肉
の
偽
装
表
示
で
強
制
捜
査
を

受
け
、
大
問
題
と
な
っ
て
い
る

老
舗
の
船
場
吉
兆
等
に
よ
り
、

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る

法
律
と
な
っ
て
い
る
。

特特
定定
電電
子子
メメ
ーー
ルル
のの
送送
信信
のの
適適

正正
化化
等等
にに
関関
すす
るる
法法
律律

無
差
別
か
つ
大
量
に
短
時
間

の
内
に
送
信
さ
れ
る
広
告
等
の

迷
惑
メ
ー
ル
を
規
制
し
、
良
好

な
環
境
に
保
つ
為
に
施
行
さ
れ

た
法
律
で
あ
る
。
事
業
者
に
と

っ
て
メ
ー
ル
に
よ
る
広
告
宣
伝

は
非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
る

が
、
メ
ー
ル
受
信
者
に
と
っ
て

は
非
常
に
迷
惑
な
ケ
ー
ス
も
考

え
ら
れ
、
送
信
者
情
報
を
偽
装

し
た
広
告
・
宣
伝
メ
ー
ル
の
送

信
（
い
わ
ゆ
る
ス
パ
ム
）
に
つ

い
て
は
、
刑
事
罰
規
定
が
設
け

ら
れ
て
い
る
。
相
手
に
承
認
を

得
ず
行
う
広
告
で
は
、
メ
ー
ル

の
件
名
欄
の
冒
頭
に
「
未
承
諾

広
告
※
」
と
表
示
し
た
り
、
メ

ー
ル
の
本
文
の
最
前
部
に
、
事

業
者
及
び
送
信
者
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
受
信
拒
否
（
い
わ
ゆ

る
オ
プ
ト
ア
ウ
ト
）
の
通
知
を

受
け
る
た
め
の
電
子
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
を
そ
れ
ぞ
れ
表
示
等
す

る
必
要
が
あ
る
。

不不
当当
景景
品品
類類
及及
びび

不不
当当
表表
示示
防防
止止
法法（（
景景
表表
法法
））

景
表
法
は
、
消
費
者
が
本
来

の
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
本
質
を

判
断
し
、
選
択
で
き
る
よ
う
に

す
る
と
と
も
に
、
ま
じ
め
に
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
る
事
業
者

の
保
護
の
た
め
、
不
当
な
表
示

や
不
当
な
景
品
類
の
提
供
を
規

制
し
て
、
消
費
者
や
事
業
者
の

利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
制
定

さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
商
品

等
の
内
容
に
つ
い
て
、
実
際
の

も
の
又
は
競
争
関
係
に
あ
る
他

の
事
業
者
の
も
の
よ
り
も
著
し

く
優
良
で
あ
る
と
一
般
消
費
者

に
誤
認
さ
れ
る
た
め
、
不
当
に

顧
客
を
誘
引
し
、
公
正
な
競
争

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
表
示
等
は
不
当
な

表
示
と
さ
れ
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上

で
行
わ
れ
る
懸
賞
企
画
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
も
、
商
品
の
購

入
に
付
随
し
て
与
え
ら
れ
る
場

合
と
そ
う
で
は
な
い
場
合
に
分

け
ら
れ
て
お
り
、
前
者
が
景
表

法
の
規
制
と
な
る
。

そそ
のの
他他
届届
出出
やや
許許
可可
等等

中
古
品
を
扱
う
場
合
に
は
、

古
物
営
業
法
に
よ
り
、
所
在
地

を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委

員
会
等
の
許
可
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
商
品
の
内

容
に
よ
っ
て
は
許
認
可
や
届
出

が
必
要
な
場
合
が
あ
り
、
輸
入

し
て
商
品
を
販
売
す
る
場
合
に

は
、
検
査
を
必
要
と
す
る
場
合

も
あ
る
。
法
令
等
の
列
挙
に
と

ど
ま
る
が
、
食
品
衛
生
法
、
農

林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表

示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
）
、
酒
税
法
、
計
量

法
、
容
器
包
装
に
係
る
分
別
収

集
及
び
再
商
品
化
の
促
進
等
に

関
す
る
法
律
（
容
器
リ
サ
イ
ク

ル
法
）
、
家
畜
伝
染
予
防
法
、
家

庭
用
品
品
質
表
示
法
、
有
害
物

質
を
含
有
す
る
家
庭
用
品
の
規

制
に
関
す
る
法
律
、
ワ
シ
ン
ト

ン
条
約
、
家
庭
用
品
品
質
表
示

法
、
植
物
防
疫
法
、
種
苗
法
、

薬
事
法
等
の
規
制
を
受
け
る
場

合
が
あ
る
。

最最
後後
にに

紙
面
の
都
合
で
紹
介
で
き
な

い
こ
と
が
多
々
あ
る
が
、
ネ
ッ

ト
シ
ョ
ッ
プ
を
経
営
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
開
業
す
る
の
は

簡
単
で
あ
る
が
、
様
々
な
法
律

が
絡
ん
で
い
る
の
で
、
そ
れ
ら

の
法
律
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に

十
分
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と

だ
け
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
た

と
思
う
。
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